
昭
和
五
十
五
年
大
蔵
省
令
第
四
十
五
号

国
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
省
令

国
の
物
品
等
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
三
百
号
）
第
九
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
の
物
品
等
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
適
用
範
囲
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
国
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
以
下
「
特
例
政
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
（
特
例
政
令
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
調
達
契
約
を
い
う
。
）
に
関

す
る
事
務
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
各
省
各
庁
の
長
」
、
「
契
約
担
当
官
等
」
、
「
一
般
競
争
」
、
「
物
品
等
」
、
「
特
定
役
務
」
又
は
「
特
定
調
達
契
約
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
例
政
令
第
二
条
又
は
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の

長
、
契
約
担
当
官
等
、
一
般
競
争
、
物
品
等
、
特
定
役
務
又
は
特
定
調
達
契
約
を
い
う
。

（
競
争
参
加
者
の
資
格
に
つ
い
て
公
示
を
す
る
事
項
）

第
三
条
　
各
省
各
庁
の
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
職
員
は
、
特
例
政
令
第
四
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
調
達
を
す
る
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
種
類

二
　
予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
。
以
下
「
予
決
令
」
と
い
う
。
）
第
七
十
二
条
第
一
項
又
は
第
九
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

（
一
般
競
争
又
は
指
名
競
争
に
つ
い
て
公
告
又
は
公
示
を
す
る
事
項
）

第
四
条
　
契
約
担
当
官
等
は
、
特
例
政
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
予
決
令
第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
又
は
特
例
政
令
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
お
い
て
、
契
約
担
当
官
等
の
氏
名
及
び
そ

の
所
属
す
る
部
局
の
名
称
並
び
に
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
を
明
ら
か
に
す
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
又
は
ス
ペ
イ
ン
語
に
よ
り
、
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
調
達
を
す
る
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

二
　
入
札
期
日
又
は
予
決
令
第
七
十
二
条
第
二
項
（
予
決
令
第
九
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
時
期

三
　
契
約
担
当
官
等
の
氏
名
及
び
そ
の
所
属
す
る
部
局
の
名
称

（
公
告
又
は
公
示
に
係
る
一
般
競
争
又
は
指
名
競
争
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
へ
の
通
知
）

第
五
条
　
各
省
各
庁
の
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
職
員
は
、
特
例
政
令
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
競
争
又
は
指
名
競
争
に
係
る
資
格
審
査
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
開
札
の
日
時
ま
で
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
審
査

を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
を
行
つ
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
札
説
明
書
の
記
載
事
項
）

第
六
条
　
特
例
政
令
第
九
条
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
特
例
政
令
第
六
条
又
は
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
又
は
公
示
を
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
項
（
特
例
政
令
第
六
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

二
　
調
達
を
す
る
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
仕
様
そ
の
他
の
明
細

三
　
開
札
に
立
ち
会
う
者
に
関
す
る
事
項

四
　
契
約
担
当
官
等
の
氏
名
並
び
に
そ
の
所
属
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

五
　
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語

六
　
契
約
の
手
続
に
お
い
て
契
約
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
蔵
省
令
第
五
十
二
号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
関
す
る
事
項

七
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
通
知
等
）

第
七
条
　
契
約
担
当
官
等
は
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
一
般
競
争
又
は
指
名
競
争
に
付
し
た
場
合
に
お
い
て
、
落
札
者
を
決
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
以
内
に
、
落
札
者
を
決
定
し
た
こ
と
、
落
札
者
の
氏

名
及
び
住
所
並
び
に
落
札
金
額
を
、
落
札
者
と
さ
れ
な
か
つ
た
入
札
者
に
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
落
札
者
と
さ
れ
な
か
つ
た
入
札
者
か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
を
行
つ
た
入
札
者

が
落
札
者
と
さ
れ
な
か
つ
た
理
由
（
当
該
請
求
を
行
つ
た
入
札
者
の
入
札
が
無
効
と
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
無
効
と
さ
れ
た
理
由
）
を
、
当
該
請
求
を
行
つ
た
入
札
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
の
二
　
契
約
担
当
官
等
は
、
財
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
例
政
令
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
落
札
又
は
随
意
契
約
に
係
る
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

二
　
契
約
担
当
官
等
の
氏
名
並
び
に
そ
の
所
属
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
落
札
者
又
は
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

四
　
落
札
者
又
は
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

五
　
落
札
金
額
又
は
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

七
　
一
般
競
争
又
は
指
名
競
争
に
よ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
は
、
特
例
政
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
予
決
令
第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
又
は
特
例
政
令
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
つ

た
日

八
　
随
意
契
約
に
よ
る
場
合
に
は
そ
の
理
由

九
　
そ
の
他
必
要
な
事
項
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（
一
般
競
争
又
は
指
名
競
争
に
関
す
る
記
録
）

第
八
条
　
契
約
担
当
官
等
は
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
一
般
競
争
又
は
指
名
競
争
に
付
し
た
場
合
に
お
い
て
、
落
札
者
を
決
定
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
記
録
を
作
成
し
、
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
入
札
者
及
び
開
札
に
立
ち
会
つ
た
者
の
氏
名

二
　
入
札
者
の
申
込
み
に
係
る
価
格

三
　
落
札
者
の
氏
名
、
落
札
金
額
及
び
落
札
者
の
決
定
の
理
由

四
　
無
効
と
さ
れ
た
入
札
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
入
札
の
内
容
及
び
無
効
と
さ
れ
た
理
由

五
　
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
場
合
に
は
、
当
該
通
知
に
関
す
る
事
項

六
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
随
意
契
約
に
関
す
る
記
録
）

第
九
条
　
契
約
担
当
官
等
は
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
随
意
契
約
に
よ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
随
意
契
約
の
内
容
及
び
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
記
録
を
作
成
し
、
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

（
苦
情
の
処
理
）

第
十
条
　
各
省
各
庁
の
長
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
職
員
は
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
と
さ
れ
な
か
つ
た
入
札
者
か
ら
の
苦
情
そ
の
他
特
定
調
達
契
約
に
係
る
苦
情
の
処
理
に
当
た
る
職
員
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
統
計
）

第
十
一
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
財
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
統
計
を
作
成
し
、
財
務
大
臣
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
特
例
政
令
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
六
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
一
二
月
二
二
日
大
蔵
省
令
第
七
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
国
の
物
品
等
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
二
年
政
令
第
四
百
五
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
三
年
二
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
一
月
一
日
大
蔵
省
令
第
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
国
の
物
品
等
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
九
日
大
蔵
省
令
第
七
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
一
二
日
財
務
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
国
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
五
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
二
月
九
日
財
務
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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